
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

１．米野木駅周辺バリアフリー基本構想策定の流れ 

２．米野木駅周辺バリアフリー基本構想検討委員会の設置に関する内規 

３．米野木駅周辺バリアフリー基本構想検討委員会 名簿 

４．米野木駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会設置要綱 

５．米野木駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会 名簿 

６．用語解説 

７．障害者の特性（「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」国土交通省  

総合政策局 安心生活政策課より） 

 

参-0



 

参-0



 

１．米野木駅周辺バリアフリー基本構想策定の流れ 

基本構想の策定の手順 協議会及び検討委員会 市民の意向把握

 第1回検討委員会

・検討委員会の設置
・米野木駅周辺の
　現況把握
・検討エリアの抽出

 第1回協議会

・日進米野木駅前特定土地区画整理事業の概要
・まち歩き点検

 第2回協議会

・基本構想（素案）の協議

 第3回協議会

・基本構想（案）の協議

パブリックコメントの実施

・市民意見の収集
・対応方針のとりまとめ

7/30

8/27

11/26

3月

1/15～2/15

　　　○関係者との調整・ヒアリング
　　　　・実施すべき事業の内容調整
　　　　・心のバリアフリー等に対する問題点

■問題点・課題の把握
・高齢者、障害のある人の意見聴取
　※既往アンケート調査
　※ヒアリング
・現地調査（まち歩き）

■基本構想（素案）の作成
・基本方針の設定
・生活関連施設の選定
・重点整備地区の設定
・生活関連経路の設定
・実施すべき事業の内容整理
・心のバリアフリーに関する内容整理
・事業推進の考え方の整理

■市民意見の反映・基本構想（案）の作成

　

米野木駅周辺バリアフリー基本構想の策定

■米野木駅周辺の現況把握
・日進市の現状
・米野木駅の現状
・上位計画における位置づけの整理
・関連事業の確認

■検討エリアの抽出

問題点
の抽出

調整

協議・調整

協議・調整

報告
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２．米野木駅周辺バリアフリー基本構想検討委員会の設置に関する内規 

 

平成２１年７月１日決裁 

 

 （設置） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以下「法」と

いう。）第２５条第１項に基づく米野木駅周辺バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）を策定

するにあたり、策定に関する検討、協議を行うため、検討委員会を設置する。なお、本検討委員会は、法

第２６条第１項における協議会とし、効率的、機動的な検討協議の推進を図るものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 基本構想策定に係る事項に関すること。 

（２） 重点整備地区の設定に関すること。 

（３） 移動円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関すること。 

（４） 米野木駅及びその周辺の移動経路のバリアフリー化に関すること。 

（５） その他基本構想の策定のために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 検討委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、２０名以内とする。 

（１）学識経験を有する者 

（２）高齢者 

（３）障害者 

（４）地元関係者 

（５）公共交通事業者 

（６）民間事業者 

（７）愛知県の関係行政機関の職員 

（８）市職員（別表による職員） 

（９）その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、基本構想の策定が完了するまでとする。 

（報酬） 

第５条 委員に対する報酬は無償とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名ずつ置くものとする。 

２ 委員長は、委員の互選により決定する。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第７条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において行う。 

（委任） 

第９条 この内規に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

 この内規は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

部長名  所管する課  所管する事項 

市民協働課 自治組織、市民参画 
市民生活部長 

生活安全課 公共交通 

福祉課 障害者福祉 
福祉部長 

高齢福祉課 高齢者福祉 

都市計画課 都市計画、公園 

土木管理課 道路 

区画整理課 区画整理事業 
建設経済部長 

建築課 建築物 
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３．米野木駅周辺バリアフリー基本構想検討委員会 名簿 

 学識経験者 中部大学　 工学部　都市建設工学科 教授 磯部　友彦

ハッピーマップ 林　和子

グループあいあい 長谷川　了示

ハッピーマップ 二村　裕之

ハッピーマップ 大島　淳子

日進市手をつなぐ育成会 山本　葉子

副区長 岸本　宗市

まちづくり
推進委員

武田　收司

会長 武田　久信

理事長 加藤　総平

公共交通 名古屋鉄道㈱ 鉄道事業本部　建設部　建設１課 課長 土川　靖

事業者 名鉄バス㈱　 管理部　管理第３課 課長 西尾　英文

マックスバリュ中部㈱ 開発部 部長 伊藤　猛司

あいち尾東農業協同組合 総務部 部長 三浦　有二

愛知県警察　 愛知警察署　交通課 課長 小田　聡

愛知県　 尾張建設事務所　道路整備課 課長 塚本　泰史

日進市 市民生活部 部長 水野　和秀

日進市 福祉部 部長 吉橋　一典

日進市 建設経済部 部長 堀之内　秀紀

首席運輸企画

専門官

米野木区

米野木老人クラブ

日進米野木駅前特定土地区画整理組合

日進市障害者団体連絡会

地元関係者

民間事業者

日進市

委員

愛知県の関係
行政機関

国土交通省　中部運輸局 愛知運輸支局オブザーバー 高橋　正旨
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４．米野木駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会設置要綱 

  

平成２１年 ８月 ６日 

要 綱 第  ９３ 号 

 

 （設置） 

第１条 この要綱は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「法」という。）第２５条第１項の規定に基づく米野木駅周辺バリアフリー基本構想（以下「基本構

想」という。）を作成するため、法第２６条第１項の規定に基づき、米野木駅周辺バリアフリー基本構想

作成協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び連絡調整を行う。 

（１）基本構想の作成に関する事項 

（２）基本構想の実施に関する事項 

（３）その他基本構想の作成のために必要な事項 

 （組織） 

第３条 協議会は委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）高齢者 

（３）障害者 

（４）地元関係者 

（５）公共交通事業者 

（６）民間事業者 

（７）愛知県の関係行政機関の職員 

（８）市の関係する部局の職員 

（９）その他市長が必要と認めた者 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。 

 （会長及び副会長）  

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、学識経験を有する者をもって充て、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長が委員のうちから指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想の素案の作成が完了した日までとする。 

ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

（謝礼） 

第７条 協議会の委員に対する謝礼は、１回７，０００円とする。 

２ 前項に規定する謝礼は、国及び地方公共団体の常勤の職員が委員であるときは、支払わない。   

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年８月６日から施行する。 
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５．米野木駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会 名簿 

 学識経験者 中部大学　 工学部　都市建設工学科 教授 磯部　友彦

ハッピーマップ 林　和子

グループあいあい 長谷川　了示

ハッピーマップ 二村　裕之

ハッピーマップ 大島　淳子

日進市手をつなぐ育成会 山本　葉子

副区長 岸本　宗市

まちづくり
推進委員

武田　收司

会長 武田　久信

理事長 加藤　総平

公共交通 名古屋鉄道㈱ 鉄道事業本部　建設部　建設１課 課長 土川　靖

事業者 名鉄バス㈱　 管理部　管理第３課 課長 西尾　英文

マックスバリュ中部㈱ 開発部 部長 伊藤　猛司

あいち尾東農業協同組合 総務部 部長 三浦　有二

愛知県警察　 愛知警察署　交通課 課長 小田　聡

愛知県　 尾張建設事務所　道路整備課 課長 塚本　泰史

日進市 市民生活部 部長 水野　和秀

日進市 福祉部 部長 吉橋　一典

日進市 建設経済部 部長 堀之内　秀紀

首席運輸企画

専門官
国土交通省　中部運輸局 愛知運輸支局オブザーバー 高橋　正旨

地元関係者

民間事業者

日進市

委員

愛知県の関係
行政機関

米野木区

米野木老人クラブ

日進米野木駅前特定土地区画整理組合

日進市障害者団体連絡会
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６．用語解説 

あ 行  

移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することに

より、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること。 

移動等円滑化基準 バリアフリー新法の施行に伴い主務省令で定められた、旅客施設、車両、道

路、都市公園、建築物等に関する基準。高齢者や障害者等が容易かつ安全に

移動または利用できるようにするため、車両や施設等の新設または改良時に

義務付けられる措置が規定されている。 

移動等円滑化の促進に関

する基本方針 

移動等円滑化の実現に向けバリアフリー新法の第3条1項の規定に基づき、

国、地方公共団体、高齢者、障害者等、施設設置管理者その他の関係者が互

いに連携協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくための

基本的な方針を定めたもの。移動等円滑化の推進に当たっての数値目標、基

本構想の指針となるべき事項、その他移動等円滑化の促進に関する事項が定

められている。 

インターロッキングブロ

ック舗装 

広場や歩道などに敷く特殊形状をした舗装用コンクリート

ブロック。インターロッキングとは「かみ合わせる」とい

う意味。 

エスコートゾーン 横断歩道の中央部に視覚障害者が認知できる棒状、点状の

突起を設け、横断歩道内を安全に直進できるようにするも

の。 

 

（写真：道路の移動等円滑化整備ガイドライン） 

オストメイト 人工肛門、人工膀胱（ストーマ）を持つ人の国際的な名称。 

か 行  

介護保険制度 加齢に伴って体の機能の衰え、日常生活に支障が生じた人に、介護サービス

を支給する社会保険制度。 

グレーチング 雨水の排水を目的として、道路などの側溝に敷設される格

子状の金属の蓋。 

 

 

交通バリアフリー法 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関

する法律」（平成 12 年 11 月 15 日施行）。公共交通機関のバリアフリー化

と、市区町村が定める移動円滑化基本構想（交通バリアフリー基本構想）の

大きな枠組みより成る。バリアフリー新法の施行に伴い、平成18年12月20

日に廃止された。 

心のバリアフリー 障害や障害者等に対する差別や偏見、理解の不足、誤解などに起因する意識

の障壁（バリア）をなくすこと。移動や施設利用の手助けをすることなどの

支援について積極的に協力すること。 

さ 行  

視覚障害者誘導用ブロッ

ク 

視覚障害者を安全に誘導するために床面や路面等に敷設さ

れる、棒状・点状の突起をもった床材。ある施設等へ移動

するために進むべき方向を教える「線状ブロック」と曲が

り角や横断歩道の手前などの注意が必要なところに敷設さ

れる「点状ブロック」の２種類がある。 

重点整備地区 P20、43参照。 

情報のバリアフリー 全ての市民及び来訪者が的確に情報を受け取り、安心して移動することがで

きるように、必要な情報や案内を適切に提供すること。 
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身体障害者手帳 身体障害者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付されるもの。手

帳等級は1級から6級まである。 

スパイラルアップ 事前の検討段階から事後の評価の段階に至るまで利用者や住民が積極的に参

加すること、この参加プロセスを経て得られた知見を共有化し、他のプロジ

ェクトに活かすことによって行われる、段階的かつ継続的な発展 

生活関連経路 P21参照 

生活関連施設 高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公

庁施設、福祉施設その他の施設。 

精神障害者保険福祉手帳 精神に障害を持つ方が、各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付され

るもの。手帳等級は1級から3級まである。 

た 行  

多機能トイレ 身体障害の方、オストメイト、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた方をはじめと

して全ての人が利用できるトイレ。車いすの人でもスムーズに移動できるよ

うに段差のない広いスペースが確保されている。また、腰掛け便座や手す

り、使いやすさに配慮した水洗スイッチ等の施設が設置されている。 

チェアメイト 電動・手動車いす用階段昇降車。角度が自動的に調整されるものあり、階段

の角度に対し、水平を保ちながら階段の昇降ができる。 

特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共

同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はそ

の部分をいう。 

特定事業 バリアフリー新法に基づく基本構想に記載される事業で、公共交通特定事

業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事

業及び交通安全特定事業等をいう。 

特定事業計画 バリアフリー新法に基づく基本構想に記載された特定事業に関し、公共交通

事業者、道路管理者、公安委員会等の関係者が作成する計画。公共交通事業

者が作成する公共交通特定事業計画、道路管理者が作成する道路特定事業計

画、公安委員会が作成する交通安全特定事業等がある。 

特定旅客施設 P20、21参照 

な 行  

ノーマライゼーション 1960 年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つであ

り、全ての人が障害の有無、性別、年齢等のいろいろな違いを認め合って、

全ての人が普通に暮らすことができるという考え方。また、それに向けた取

り組みなども含まれる。 

ノンステップバス 床面の地上面からの高さが 30cm 以下で乗降口の段差がなく、車いすスペー

スや車いすが通るのに十分な幅の通路が確保されている等、車いすのまま乗

降できる仕様のバス。さらに空気圧で車体を下げるニーリング（車高調整）

装置により車高を 5～9cm 程度下げることで歩道との段差を少なく出来るも

のもある。 

は 行  

バリアフリー 障害者や高齢者等の日常生活に制約のある方が社会生活をしていく上でバリ

ア（障壁）となるものを除去すること。もともと住宅建築用語で登場し、段

差などの物理的障壁の除去をいうことが多いが、障害のある方の社会参加を

困難にしている社会的、制度的、心理的な全てのバリア（障壁）の除去とい

う意味でも用いられる。 

バリアフリー基本構想 バリアフリー新法に基づいて重点整備地区を定め、当該地区内において重点

的かつ一体的なバリアフリー化を推進していくための方針、対象となる建築

物や旅客施設、道路及び各対象施設に対する事業の概要を定めたもの。 
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バリアフリー新法 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年 12

月 20 日施行）従来の交通バリアフリー法では大規模な鉄道駅等の旅客施設

を中心として、周辺道路や信号機等のバリアフリー化を図ることが目的とさ

れていたが、より面的かつ一体的・連続的なバリアフリー化を促進していく

ための枠組みとして、建築物のバリアフリーに関する法律であるハートビル

法と交通バリアフリー法が一体化し、さらに拡充され法制度となったもの。

バリアフリー対応信号機 高齢者や視覚障害者の方等が安全に横断歩道を通行できるための装置が設置

された信号機。歩行者を感知し、歩行者の青時間を延長する歩行者感応式の

信号機や、信号の状態を電子音により歩行者に知らせる音響式歩行者誘導付

加装置が設置された信号機等がある。 

ハートビル法 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関す

る法律」（平成６年）一定規模の病院、劇場、百貨店、公共施設等の建築物

について、バリアフリー化の努力義務を課したもの。改正ハートビル法（平

成 15 年 4 月 1 日施行）では、一定条件の特別特定建築物の新設もしくは大

規模な改良の場合は、バリアフリー化が義務づけられる。バリアフリー新法

の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止された。 

や 行  

ユニバーサルデザイン 「全ての人のためのデザイン」を意味し、あらかじめ、障害の有無、年齢、

性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境を

デザインする考え方。 

ユニバーサルデザインには以下の７つの原則がある。 

① 誰もが公平に使えること  

② 自由に使えること 

③ 簡単で使いやすいこと  

④ 必要な情報がすぐに見つかること  

⑤ うっかりミスが危険にならないこと 

⑥ 身体的な負担が少ないこと  

⑦ 利用しやすい適切なスペースを確保すること  

ユニバーサルデザイン 

政策大綱 

「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザイン

の考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限

り全ての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安

全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの

両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき国土交通行政を推

進するために、策定された大綱。当大綱の理念に基づき、バリアフリー新法

が策定された。 

ら 行  

療育手帳 知的障害者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付されるもの。Ａ

(重度）、Ｂ（中度）、Ｃ（軽度）に判定される。 
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７．障害者の特性 

（「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」国土交通省 総合政策局 安心生活

政策課より） 
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